
高遠高等学校 体育館屋根改修工事 仕様書 

 

１ 工事概要 

（1） 工 事 名  高遠高等学校 体育館屋根改修工事 

（2） 工 事 箇 所  伊那市高遠町小原 

（3） 工 事 概 要  体育館屋根改修工事一式 体育館１棟分 

（4） 工事対象箇所  体育館屋根 

 

２ 共通仕様 

※ 設計図書（工事図面、工事費内訳書等）および特記仕様書に記載のない事項はすべて下記 

によること。 

公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（建築工事編）  ／ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（電気設備工事編）／ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（機械設備工事編）／ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

 

３ 特記仕様 

1 資   材 本工事に使用する資材は全て新品とする｡(再生品使用を指示した場合を除く) 

2 施工計画 施工計画書（工程、仮設、安全管理等）を作成の上､監督員の承諾を得ること。 

3 安全管理 工事にあたっては、監督員と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な 

      措置を講じるとともに、工事現場においては、労働災害の防止に努めること。 

      なお、学校現場であるため、生徒及び教員の安全には特に留意すること。 

      また、浄化槽点検作業及び灯油地下タンク給油作業の際は、作業用車両の進入

路の確保及びフェンスバリケードの移動等、作業に全面的に協力すること。 

 4 工程管理 電気、ガス、水道等、施設の運営上必要な機能を停止する場合は、事前に監督

員と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。 

5 清掃片付 工事中は後片付け及び清掃に心がけ、発生材及び塵芥が飛散若しくは堆積しな

いようにすること。 

6 工事写真 着工前及び完成後の撮影は、同位置同方向とすること。 

撮影要領 施工中の撮影は、完了後に確認できない事項及び隠蔽となる部分に留意するこ

と。 

7 工事書類 工事着手時及びしゅん工時に、別途監督員の指示する書類等を提出すること。 

8 疑 義 等 設計図書等に明記のない事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議し、指示に

従うこと。 


